
別紙

生産緑地法（昭和49年法律第68号）第10条の6第1項の規定に基づき、特定生産緑地を次のように解除する。

通し
番号

地区番号 全部・一部 大字 番地 枝番 孫番 地目 面積(㎡)
指定
図№

1 143 一部 三輪 1039 0 0 畑 333 3
2 152 一部 三輪元松之本方 128 1 0 田 963 4

金屋 87 1 0 田 45
金屋 87 2 0 田 11
金屋 88 1 0 田 195
粟殿 906 0 0 畑 185
粟殿 914 0 0 田 178

1,910
約0.19ha

一部

4

4

合計

277

4

3

280

一部

1 / 1 ページ


